
生駒市条例第１３号 

 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

（令和元年８月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表中「（４，５００）」、「（４，４００）」、「（５，２５０）」、「（

５，１５０）」、「（６，０００）」、「（５，８５０）」、「（７，０００）

」、「（６，８５０）」、「（８，０００）」、「（７，８５０）」、「（９，

２５０）」、「（９，０５０）」、「（１０，５００）」、「（１０，３００）

」、「（１２，５５０）」、「（１２，３００）」、「（１４，１５０）」、「

（１３，９００）」、「（１５，４５０）」、「（１５，１５０）」、「（１６

，８００）」、「（１６，５００）」、「（１８，２００）」、「（１７，８５

０）」、「（１９，５００）」、「（１９，１５０）」、「（２１，２００）

」、「（２０，８００）」、「（２２，８５０）」、「（２２，４５０）」、「

（２４，６５０）」、「（２４，２００）」、「（３０，８００）」、「（３０

，２５０）」、「（３４，０００）」及び「（３３，４００）」を削り、同表備

考第７項を削り、同表備考第８項中「前項の規定にかかわらず､｣を削り、「括弧

内の」を「額に２分の１を乗じて得た」に改め、同項を同表備考第７項とし、同

項の次に次の１項を加える。 

８ 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等（令第１４条に規定する特定



被監護者等をいう。以下同じ｡)が２人以上いる場合におけるこの表の適用

については、満３歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、最年長の特定

被監護者等から順に２人目以降は０円とする。 

別表備考第９項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、令和６年４月分の利用者負担額から適用し、同年３

月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。 

 


